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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アダプタ本体を備えた内視鏡装置用アダプタであって、前記アダプタ本体は、
　第２の流体移送要素に非流体接続している第１の流体移送要素であって、前記第１およ
び第２の流体移送要素の各々が、外面と内面とを備えた壁を有し、前記各内面は対応する
前記壁内に延在する第１および第２の流路を画定し、かつ、前記各流体移送要素は、フレ
ア端部およびテーパ端部を有し、前記第１および第２の流路の各々は、前記フレア端部と
前記テーパ端部との間に延在している第１の流体移送要素と、
　前記第２の流体移送要素の前記外面から外方に延在し、前記第２の流路と流体接続する
中心通路を有する注入ポートと、
を有しており、
　前記アダプタは、前記第１および第２の流路が内視鏡装置および水源コネクタに流体接
続されるように、前記内視鏡装置と前記水源コネクタとの間にインラインで取り付け可能
に構成されており、
　前記第１の流体移送要素内の前記流路は液体流路であり、前記第２の流体移送要素内の
前記流路はガス流路であり、前記注入ポートは、前記注入ポートの前記中心通路が前記ガ
ス流路と流体接続するように、前記第２の流体移送要素から外方に延在しており、
　前記注入ポートは、前記内視鏡装置に供給するための二次ガス源を受容可能に構成され
ている、アダプタ。
【請求項２】
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　前記第１および第２の流体移送要素の前記フレア端部の一方または両方の前記内面に配
置されたシール部材をさらに備えている、請求項１に記載のアダプタ。
【請求項３】
　前記注入ポートは、ルアーコネクタまたはバーブコネクタを備えている、請求項１に記
載のアダプタ。
【請求項４】
　前記注入ポートは、前記流体移送要素の前記外面と実質的に直交している、請求項１に
記載のアダプタ。
【請求項５】
　前記アダプタ本体は、単一の一体構造である、請求項１に記載のアダプタ。
【請求項６】
　前記ガス流路の前記テーパ端部における前記ガス流路の内径は、前記液体流路の前記テ
ーパ端部における前記液体流路の内径よりも大きくなっている、請求項１に記載のアダプ
タ。
【請求項７】
　前記第１の流体移送要素の前記フレア端部の外径は、前記第２の流体移送要素の前記フ
レア端部の外径よりも大きくなっている、請求項１に記載のアダプタ。
【請求項８】
　前記フレア端部は、二次係合手段を用いることなく、前記内視鏡装置の流体移送部品に
対する圧入による密封係合を容易にするように、形作られている、請求項１に記載のアダ
プタ。
【請求項９】
前記テーパ端部は、二次係合手段を用いることなく、水源コネクタレセプタクルに対する
圧入による密封係合を容易にするように、形作られている、請求項１１に記載のアダプタ
。
【請求項１０】
　前記第１および第２の流体移送要素は、実質的に互いに平行に配置されており、側部同
士が接続されている、請求項１に記載のアダプタ。
【請求項１１】
　前記アダプタ本体は、ポリマー材料から構成されている、請求項１に記載のアダプタ。
【請求項１２】
　二次ガス源を前記第２の流体移送流路に供給するために、前記注入ポートとガス注入器
ユニットとの間に連結された配管をさらに備えている、請求項１に記載のアダプタ。
【請求項１３】
　前記第１の流体移送要素は、前記第２の流体移送要素よりも大きい長さを有している、
請求項１に記載のアダプタ。
【請求項１４】
　前記第１および第２の流体移送要素の各々は、前記テーパ端部と前記フレア端部との間
に中心体を備えている、請求項１に記載のアダプタ。
【請求項１５】
　前記中心体の前記外径は、前記第１および第２の流体移送要素の前記テーパ端部の各々
の外径よりも大きくなっており、前記中心体の前記外径は、前記第１および第２の流体移
送要素の前記フレア端部の各々の外径よりも小さくなっている、請求項１４に記載のアダ
プタ。
【請求項１６】
　前記第１および第２の流体移送要素の前記フレア端部の各々の外径は、前記第１および
第２の流体移送要素の前記テーパ端部の各々の外径よりも大きくなっている、請求項１に
記載のアダプタ。
【請求項１７】
　前記第１および第２の流体移送要素の前記フレア端部は、金属材料から構成されており
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、前記アダプタ本体の残りの部分は、ポリマー材料から構成されている、請求項１に記載
のアダプタ。
【請求項１８】
　前記第１および第２の流体移送要素の前記外面から半径方向外方に延在しているシュラ
ウドをさらに備えており、前記シュラウドは、前記第１および／または第２の流体移送要
素の前記テーパ端部を少なくとも部分的に包囲するように前記第１および第２の流体移送
要素に対して軸方向にさらに延在している、請求項１に記載のアダプタ。
【請求項１９】
　前記シュラウドは、前記第１および／または第２の流体移送要素の前記テーパ端部を少
なくとも部分的に収容するための開口を画定するように前記第１および第２の流体移送要
素の周りに周方向に延在する壁を備えている、請求項１８に記載のアダプタ。
【請求項２０】
　前記シュラウドは、前記第２の流体移送要素の前記テーパ端部が前記シュラウドによっ
て完全に包囲されるように軸方向に延在しており、前記第１の流体移送要素の前記テーパ
端部は、前記シュラウドによって完全に包囲されていない、請求項１８に記載のアダプタ
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、内視鏡手術のような外科手術に用いられる装置に関し、さらに詳細には、二次
ガス源を内視鏡装置のような装置に接続するのに用いられる装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　これまでは大手術を必要としていた多くの侵襲性医学手術は、現在では、内視鏡機器を
用いて行われている。このような機器は、侵襲性手術を必要とすることなく、特定の臓器
、器官、または導管の内視をもたらすことができる。一般的に、内視鏡機器は、小型の柔
軟性器具を挿通かつ前進させることができる１つまたは複数の通路を備えている。内視鏡
は、典型的には、細長の柔軟ケーブルを備えている。この柔軟ケーブルは、一端に接眼レ
ンズまたは他の観察手段を備えており、他端に光学ヘッドを備えている。この光学ヘッド
のみが、外部から該器具に直接接続されている。ケーブルによって、画像または画像生成
信号が、照射された手術部位から観察手段に伝達され、これによって、機器のオペレータ
に機器の作用端において行われた動作の十分な映像をもたらすことができる。外科医が機
器の先端または顎部の動作を視覚的に確認できるように、コヒーレント光ファイバ束が、
ヘッドから柔軟ケーブルおよび接眼レンズ内に延在している。照明手段は、手術領域を照
らすために、ケーブルを貫通する光伝達導波管の形態にあるとよい。導波管は、その近位
端が適切な高輝度光源に接続されている。
【０００３】
　内視鏡のケーブルは、灌注または他の目的のために、流体（例えば、液体またはガス）
を送達するための流路も備えている。典型的には、流路手段および照明手段が、コヒーレ
ント画像伝達導波管の両側に配置されている。従来のやり方では、光学ヘッド上に材料（
例えば、手術破片および体液）が堆積するのを防ぐために、光学ヘッドを横切るように無
菌水を流す必要がある、この水の流れは、ある意味では、フロントガラスのワイパ／ウォ
ッシャーアセンブリのような動作である。
【０００４】
　一般的な設計において、内視鏡機器は、典型的には、操作本体を有しており、操作本体
は、光ガイドチューブによって光ガイドコネクタに接続されている。光ガイドコネクタは
、実際には、種々の取付具を適切に受け入れる複数のコネクタを備えることができる。例
えば、光ガイドコネクタは、接地ラグを受け入れるコネクタオリフィスと、吸引ポートと
、空気吸込口と、水吸込口とを備えることができる。これによって、空気および水は、光
ガイドコネクタおよび光ガイドチューブを通って操作本体内に送達されることになる。代
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替的に、操作本体は、水が操作本体に直接供給されることを可能にするために、水ポート
を備えていてもよい。操作本体を通って機器の光学ヘッドを超えた先まで流れる水流を制
御するために、適切な弁が操作本体に設けられている。
【０００５】
　例えば、図１は、改良されていない（すなわち、二次ガス供給手段を備えていない）内
視鏡システムを示している。図には、操作本体に接続されたシャフト（挿入チューブ）を
備えている内視鏡が示されている。操作本体は、生検ポートと、空気－水弁および吸引弁
と、アングル操作装置とを備えている。操作本体は、導管（光ガイド接続チューブ）に接
続されており、該導管は、電気ピンユニットにさらに接続されている。電気ピンユニット
は、光源に直接接続されており、ビデオ接続リード（およびプラグ）を介してビデオプロ
セッサに接続されている。内視鏡によって生じた画像は、電荷結合装置（ＣＣＤ）チップ
から、光ファイバ束を介してまたは電子的に伝達されるようになっている。図１は、画像
を観察し、かつ指令を入力するためのビデオモニタおよび該ビデオモニタに取り付けられ
たキーボードを示している。電気ピンユニットは、灌注をもたらすための水ボトルに接続
された水ボトルコネクタ用のポートを備えている。
【０００６】
　内視鏡のいくらか複雑な内部構造が、図２にさらに示されている。この図は、図1の内
視鏡の詳細を示している。図２に示されているように、シャフトは、入口となる生検ポー
トから機器の先端に延在している計装流路を含んでいる。流路の大きさは、約１ｍｍから
約５ｍｍの間で異ならせることができる。ここでも、内視鏡は、二次ガス供給用のどのよ
うな手段も備えていない。
【０００７】
　図１に示されているように、周知の手法では、チューブが貫通しているキャップの付い
た水ボトルが用いられている。このチューブは、典型的には、（図１に示されているよう
な電気ピンユニットの）光ガイドコネクタの空気／水接続ポートまたは内視鏡操作本体の
ポートへの接続を可能とするために、ボトルに対して遠位側のチューブ端に取付具を有し
ている。典型的には、水ボトルを内視鏡に接続するチューブは、内側チューブと、外側チ
ューブとから形成されている。外側チューブは、水ボトル内に延び、水ボトルのキャップ
に接続されている。通常の手法では、水ボトルの内部を加圧し、水を所望の流量で強制的
にチューブを通して内視鏡内に流入させるために、空気が内側チューブと外側チューブと
の間の領域を通して送達されるようになっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　周知の内視鏡アセンブリは、ガス源の供給に関して、種々の制限を有している。例えば
、多くの場合、水ボトルに給気するために、周囲の空気がポンプによってシステム内に供
給されるようになっている。しかし、周囲の空気に代わって、二次ガス源を用いることが
望ましい場合がある。二次ガス源との切換えを可能にする周知の装置は、著しく高価であ
る。さらに、周知の装置は、各使用後の殺菌に関連する問題を抱えている。実際には、使
用後、内視鏡装置と関連するどのような取付具も、例えば、グルタルアルデヒドによる殺
菌および／またはオートクレーブ処理によって、殺菌されるようになっている。これによ
って、種々の部品および取付具の殺菌に関連するかなりの労費を含むかなりの出費を病院
にもたらすことになる。また、このような部品に関連する前述の費用のために一回使用し
た後に種々の内視鏡取付具を簡単に廃棄することは、通常、行われていない。
【０００９】
　さらに、二次ガス源の供給は、周知の内視鏡装置が、汎用性のある標準化された接続具
を有していないという点において、問題が複雑になっている。例えば、内視鏡装置の３つ
の主要製造業者（オリンパス光学工業（株）（Olympus Optical Company, Ltd.）、富士
フィルムメディカルシステム（Fujifilm Medical Systems）またはその子会社であるフジ
ノン（Fujinon Inc.）、およびホーヤコーポレーション（Hoya Corporation）またはその
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子会社であるペンタックス（Pentax））は、各々、自社の製品ラインナップには汎用性を
有しているが、品種間の部品の相互交換には適していない内視鏡本体を有する装置を製造
している。特に、製造業者ごとの水ボトルコネクタは、種々の形式の接続具を介して、内
視鏡本体に接続されている。従って、当技術分野において、経済的かつ使い易い方法によ
って、二次ガス源を供給することを可能にするアダプタが依然として必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、内視鏡検査における二次ガス源の供給および使用の容易さを改良するアダプ
タを提供している。本発明のアダプタは、一般的には、内視鏡装置と共に機能するように
設計され、かつ形作られるようになっており、または内視鏡装置の単一の製造業者に特有
の特別の構造を有する内視鏡装置と共に機能するように設計され、かつ形作られるように
なっている。本発明のアダプタは、その経済的な特質（および一回使い捨ての選択肢）と
いう点から見ると、高価な専用機器、例えば、特別に設計されたキャップ付きの水ボトル
または初期コストが著しく高く、使用するごとに殺菌しなければならない再利用可能なア
ダプタを必要とすることなく、内視鏡手術において二次ガスを供給することができる。本
発明のこれらおよび他の利得は、本明細書においてさらに十分説明する。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、本発明は、内視鏡装置と共に用いられるアダプタを提供して
いる。具体的には、このアダプタは、内視鏡装置と水源コネクタとの間にインライン配置
されることによって、二次ガスを内視鏡装置に供給することができる。
【００１２】
　一実施形態では、本発明によるアダプタは、特定の構造を有するアダプタ本体を備える
ことができる。例えば、アダプタ本体は、第２の流体移送要素に接続された第１の流体移
送要素を備えていてもよい。好ましくは、これらの２つの要素間の接続は、非流体接続で
ある。第１および第２の流体移送要素は、外面を有するものとして、該要素内に延在して
内面を形成する個別の流路を有するものとして、フレア端部を有するものとして、および
テーパ端部を有するものとして、特徴付けられてもよい。他の実施形態では、これらの要
素は、流路を形成する内面および要素の外側境界を形成する外面を有する壁から形成され
るものとして、特徴付けられてもよい。さらに他の実施形態では、アダプタ本体は、第１
および第２の流体移送要素の１つの外面から外方に延在する注入ポートを備えることがで
きる。好ましくは、注入ポートは、該注入ポートが延在する要素と流体接続している。他
の実施形態では、注入ポートは、開口を形成するように要素の１つの壁と交差するものと
して、特徴付けられてもよい。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、アダプタは、１つまたは複数のシール部材をさらに備えるこ
とができる。例えば、シール部材は、第１および第２の流体移送要素のフレア端部の一方
または両方の内面に配置されているとよい。いくつかの実施形態では、流体移送要素の一
方または両方の壁には、シール部材、例えば、Ｏリングまたはガスケットを受け入れるた
めの溝などが形成されていてもよい。勿論、シール部材が流体移送要素に形成された流路
内に少なくとも部分的に延在するように、該シール部材を位置決めするのに有用などのよ
うな他の手段が用いられてもよい。例えば、シール部材が流体移送要素のフレア端部を通
って離脱するのを防ぐために、ワッシャーまたは他の保持部材がシール部材の下方に配置
されてもよい。
【００１４】
　好ましい実施形態では、本発明の注入ポートは、ルアーコネクタまたはバーブコネクタ
を備えていてもよい。このようなコネクタについては、以下にさらに詳細に説明する。特
定の実施形態では、ルアーコネクタは、ＩＳＯ５９４－２：１９９８に準じるものである
とよい。
【００１５】
　注入ポートのアダプタ本体の残りの要素に対する配列は、種々異なっていてもよい。具
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体的には、注入ポートは、注入ポートへの二次ガス源の取付けの容易さを促進するのに有
用などのような長さまたは幾何学的形状（すなわち、実質的に直線形状、Ｌ字形状、湾曲
形状、など）を有していてもよい。特定の実施形態では、注入ポートは、流体移送要素の
外面に対して実質的に直交している。従って、流体移送要素への注入ポートの取付けは、
要素の壁の外面に対して約９０°になっているとよい。勿論、このような角度は、有効と
考えられるなら、異なっていてもよい。いくつかの実施形態では、この角度は、約１０°
から約９０°の間、約２０°から約９０°の間、約３０°から約９０°の間、約４０°か
ら約９０°の間、約４５°から約９０°の間、約５０°から約９０°の間、または約６０
°から約９０°の間とすることができる。特定の実施形態では、注入ポートの長さは、約
１ｃｍから約５ｃｍの間、約１．５ｃｍから約４．５ｃｍの間、約１．５ｃｍから約４ｃ
ｍの間、または約１．５ｃｍから約３ｃｍの間にあるとよい。好ましくは、注入ポートの
配列、形状、および長さは、アダプタが内視鏡操作本体と水源コネクタとの間にインライ
ンで挿入されている間に、注入ポートの接続準備をもたらすようになっている。また、要
素の幾何学的形状は、アダプタ本体の流体移送要素にも関連している。例えば、第１およ
び第２の流体移送要素は、実質的に互いに平行に配置されているものとして、特徴付けら
れてもよい。さらに、これらの要素は、側部同士が接続されているものとして、特徴付け
られてもよい。本明細書におけるさらなる開示から明らかなように、このような配列は、
特定形式の内視鏡装置との使用を容易にするので特に有益であり、このような配列または
構造を有していないどのようなアダプタも、明らかに、この特定形式の内視鏡装置と関連
して用いることができないだろう。具体的には、いくつかの実施形態では、本発明のアダ
プタは、特にオリンパス製内視鏡装置に取り付けられるように、設計され、かつ形作られ
ている。このような特殊性は、（例えば、水ボトルから）内視鏡内に流体を送達させるた
めのオリンパス製内視鏡装置の部品の特別の構造および特別の配置から生じるものである
。本発明のアダプタは、明らかに、オリンパス製内視鏡と水ボトルコネクタとのアセンブ
リ内にインラインで挿入させるように、構成することができる。
【００１６】
　特定の実施形態では、流体移送要素は、移送されることになる特定種類の流体に関して
、特徴付けられてもよい。例えば、第１の流体移送要素は、液体移送要素と呼ばれてもよ
い。従って、この液体移送要素内に形成された流路は、液体流路と呼ばれてもよい。同様
に、第２の流体移送要素は、ガス移送要素と呼ばれてもよい。従って、このガス移送要素
内に形成された流路は、ガス流路と呼ばれてもよい。好ましくは、アダプタ内に設けられ
た注入ポートは、ガス移送要素から外方に延在し、該ガス移送要素と流体接続している。
従って、ガス注入ポート内に形成された流路は、ガス移送要素内のガス流路に流体接続し
ている。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、アダプタ本体の種々の要素が特定の形状または寸法を有して
いると有利である。例えば、いくつかの実施形態では、ガス流路のテーパ端部におけるガ
ス流路の内径は、液体流路のテーパ端部における液体流路の内径よりも大きくすることが
できる。同様に、いくつかの実施形態では、液体流路のフレア端部における液体流路の外
径は、ガス流路のフレア端部におけるガス流路の外径よりも大きくすることができる。
【００１８】
　本発明のアダプタの特定の要素の大きさおよび寸法は、特定の装置と共に用いられるよ
うに、特別に決定されてもよい。例えば、オリンパス光学工業（株）によって製造されて
いる内視鏡操作本体は、２つのピンを備えていることが知られているが、これらのピンは
、水ボトルコネクタ内に形成されたレセプタクルに取り付けることによって、流体を水ボ
トルに移送し、かつ流体を該水ボトルから移送するためのものである。いくつかの実施形
態では、本発明のアダプタは、このようなピンおよびレセプタクルと特に相互作用するよ
うに形成されていてもよい。例えば、一実施形態では、本発明のアダプタの第１および第
２の流体移送要素のフレア端部は、オリンパス装置におけるような内視鏡装置の一部から
延在している流体移送部品またはピンに係合するように、形作られていてもよい。さらに
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具体的には、フレア端部は、二次係合手段を用いることなく、内視鏡装置の流体移送部品
に対する圧入による密封係合を容易にするように、形作られていてもよい。これは、圧入
式アダプタの使用の容易さによって、およびエンドユーザへの費用節約をもたらす極めて
費用効果の高い方法によってこのようなアダプタを作製する能力によって、特に有益であ
る。さらに、圧入式アダプタは、流体損失を回避するので、内視鏡装置と共に用いると有
益である。何故なら、周知のインライン装置は、典型的には、装置を固定するための二次
手段、例えば、ネジカラーなどを備えているからである。
【００１９】
　前述したのと同様に、他の実施形態では、第１および第２の流体移送要素のテーパ端部
は、水源コネクタ内のレセプタクルに係合するように、形作られていてもよい。ここでも
、テーパ端部は、二次係合手段を用いることなく、水源コネクタのレセプタクルに対する
圧入による密封係合を容易にするように、形作られることが可能である。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、本発明は、アダプタの全般的な構造に基づく技術とは別に実
施されてもよい。例えば、前述したように、アダプタ本体は、第１の流体移送要素、第２
の流体移送要素、および注入ポートから構成され、これらの要素が、単一の一体構造に組
み合わされてもよい。具体的には、アダプタ本体は、個別の要素をもたらすように形作ら
れた単一の部品として形成されてもよい。本発明のアダプタのこのような特質は、アダプ
タを形成する方法およびアダプタを形成するのに用いられる材料によって、もたらされる
。具体的には、アダプタ本体は、ポリマー材料から形成されてもよい。従って、アダプタ
本体は、ポリマー材料から形成されるものとして、特徴付けられてもよい。いくつかの実
施形態では、本発明によるアダプタ本体を作製するのに用いられるポリマー材料は、耐化
学薬品性、耐熱性、または耐化学薬品性および耐熱性を有する材料であるとよい。本発明
によるアダプタに用いられる他の要素（例えば、保持部材）も、同様に、このようなポリ
マー材料から構成されていてもよく、好ましくは、アダプタ本体と同じ材料から形成され
ているとよい。
【００２１】
　一実施形態では、アダプタ本体は、内部に形成された２つの流路を有するポリマー材料
の単一片として、特徴付けられてもよい。好ましくは、２つの流路は、交差せず、流体接
続しないようになっている。１つの流路は、液体流路であるとよく、他の流路は、ガス流
路であるとよい。両方の流路は、好ましくは、線状であり、実質的にまたは完全に直線状
であるとよい（しかし、流路壁は、いくらかの抜き角度、例えば、約５°以下、約４°以
下、約３°以下、約２°以下、または約１°以下の抜き角度を有していてもよい）。ガス
流路は、分岐していてもよく、実質的にＴ字状になっているものとして、特徴付けられて
もよい。具体的には、１つのラインがアダプタの長さ方向に（すなわち、テーパ端部から
フレア端部の方向に）延在し、他のラインが注入ポート内に延在しているとよく、例えば
、第２のラインが第１のラインから実質的に直交して延在しているとよい。
【００２２】
　付加的な態様では、アダプタは、付加的な剛性をもたらすためのシュラウドを備えてい
る。シュラウドは、第１および第２の流体移送要素の外面から半径方向外方に延在してい
ると共に、第１および／または第２の流体移送要素のテーパ端部を少なくとも部分的に包
囲するように第１および第２の流体移送要素に対して軸方向に延在しているとよい。シュ
ラウドは、第１および／または第２の流体移送要素のテーパ端部を少なくとも部分的に収
容するための開口を画定するように第１および第２の流体移送要素の周りを周方向に延在
する壁を備えていてもよい。一実施形態では、シュラウドは、第２の流体移送要素のテー
パ端部がシュラウドによって完全に包囲されるように軸方向に延在しており、第１の流体
移送要素のテーパ端部は、シュラウドによって完全には包囲されないようになっている。
【００２３】
　前述の説明を考慮すれば、本発明のアダプタが製造の方法に関して特徴付けられてもよ
いことは、明らかである。例えば、アダプタ、特に、アダプタ本体は、成形部品として特
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徴付けられてもよい。
【００２４】
　従って、いくつかの実施形態では、本発明は、内視鏡検査において二次ガスを供給する
アダプタを作製する方法も提供することができる。この方法は、内部に形成された２つの
流路を有するポリマー材料の単一の一体品であるアダプタ本体を形成するように形作られ
た型を設けることと、ポリマーを型内に注入することと、ポリマーを硬化させることと、
を含むことができる。好ましくは、成形プロセスの後、アダプタ本体がバリおよび斑点を
有しないようになっている。さらに、好ましくは、成形プロセスは、成形部品がどのよう
な離型剤も有しないように、どのような離型剤も用いないようになっている。さらに、好
ましくは、成形プロセスは、仕上げ部品が成形工具に用いられるどのようなグリースまた
は他の潤滑剤も有しないように、調整されている。
【００２５】
　他の態様では、本発明は、内視鏡手術を実施する方法を提供することができる。一実施
形態では、本発明による方法は、内視鏡装置と、水源と、ガス源と、ここに開示されたい
ずれかの実施形態によるアダプタと、を備えるアセンブリを用いることを含むことができ
る。
【００２６】
　特定の実施形態では、内視鏡手術において二次ガスを供給するための方法は、以下のス
テップ、すなわち、コネクタ付きの水源が取り付けられた内視鏡装置を用いるステップと
、水源コネクタと内視鏡装置との間に本発明によるアダプタを固定するステップと、二次
ガスをアダプタのガス注入ポートを介して内視鏡装置に供給するステップと、を含むこと
ができる。特に、このアダプタは、ガス移送要素と非流体接続している液体移送要素であ
って、これらの移送要素は、各々、外面を有しており、該要素内を延在して内面を形成す
る個別の流路を有しており、かつフレア端部およびテーパ端部を有している、液体移送要
素と；ガス移送要素の外面から外方に延在して、該要素と流体接続しているガス注入ポー
トと；を有するアダプタ本体を備えることができる。好ましくは、二次ガスは、二酸化炭
素から構成されているが、他のガスまたはガスの組合せが用いられてもよい。
【００２７】
　本発明を一般的な用語によって説明してきたが、以下、添付の図面について説明する。
なお、これらの図面は、必ずしも縮尺通りには描かれていない。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】二次ガスを供給する手段を備えていない改良されていない内視鏡システムを示す
図である。
【図２】図１に示されているシステムの内視鏡の詳細図である。
【図３】本発明の一実施形態によるアダプタの斜視図である。
【図４】本発明の一実施形態によるアダプタの正面図である。
【図５】本発明の一実施形態によるアダプタの上面図である。
【図６】本発明の一実施形態によるアダプタの底面図である。
【図７】本発明の一実施形態によるアダプタの分解図である。
【図８】本発明の一実施形態によるアダプタの断面図である。
【図９】内視鏡装置の水源コネクタと操作本体との間にインライン配置させるために適所
に位置している本発明の一実施形態によるアダプタを示す分解図である。
【図１０】内視鏡装置の水源コネクタと操作本体との間にインライン配置された本発明の
一実施形態によるアダプタを示す図である。
【図１１】内視鏡装置の水源コネクタと操作本体との間に配置された本発明の一実施形態
によるアダプタの圧入によるインライン取付けを示す断面図である。
【図１２】本発明の他の実施形態によるアダプタの斜視図である。
【図１３】本発明の一実施形態によるアダプタの正面図である。
【図１４】本発明の一実施形態によるアダプタの上面図である。
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【図１５】本発明の一実施形態によるアダプタの底面図である。
【図１６】本発明の一実施形態によるアダプタの分解図である。
【図１７】本発明の一実施形態によるアダプタの断面図である。
【図１８】内視鏡装置の水源コネクタと操作本体との間にインライン配置させるために適
所に位置している本発明の一実施形態によるアダプタの分解図である。
【図１９】内視鏡装置の水源コネクタと操作本体との間にインライン配置された本発明の
一実施形態によるアダプタを示す図である。
【図２０】内視鏡装置の水源コネクタと操作本体との間に配置された本発明の一実施形態
によるアダプタの圧入によるインライン取付けを示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、種々の実施形態を参照して、本発明をさらに十分に説明する。これらの実施形態
は、この開示内容が綿密かつ完全であり、かつ本発明の範囲を当業者に十分に知らしめる
ように提示されている。実際、本発明は、多くの異なる形態で実施されてもよく、ここに
記載されている実施形態に制限されると解釈されるべきではない。むしろ、これらの実施
形態は、この開示内容が適用される法的要件を満たすように提示されている。本明細書お
よび添付の請求項に用いられる単数形の“a”、“an”、および“the”は、文脈が別のこ
とを明らかに示していない限り、複数形を含んでいる。
【００３０】
　本発明は、内視鏡手術中に任意の二次ガスの使用を可能にするアダプタを提供するもの
である。内視鏡アセンブリは、典型的には、水ボトルのような水源を備えている。これら
の水ボトルは、多くの場合、水ボトルに給気するために１つの管腔を通して空気を供給す
る二重管腔チューブを有するキャップを備えている。この給気は、一次ガスと見なされる
。本発明によれば、内視鏡手術中に、この給気に加えてまたは代わって供給されるどのよ
うなガスも、二次ガスと見なされる。
【００３１】
　体腔内へのガスの導入は、胃腸の内視鏡手術における一般的な方法である。これまで、
内視鏡手術中にガスを導入することが望まれるとき、標準的な室内空気が、（例えば、光
源から）単純に導入されていた。さらに最近になって、二酸化炭素（ＣＯ２）がより容易
に体に吸収されることから、ＣＯ２注入法を用いることによって、術後の患者の快適さを
改良することができることが見出されてきている。例えば、ＣＯ２の使用は、内視鏡的逆
行性胆膵管造影法（ＥＲＣＰ）、直腸検鏡法、および結腸検鏡法のような長時間の内視鏡
検査に特に有用であり、ガスは、内視鏡超音波検査（ＥＵＳ）および食道、胃、十二指腸
の内視鏡検査（ＥＧＤ）のような他の内視鏡手術にも用いられることがある。しかし、二
次ガス源の供与には課題があることが分かっている。例えば、内視鏡手術におけるＣＯ２

の付与は、これまで、煩雑な外部調節器、流量計、および専用弁を用いることが必要とさ
れていた。内視鏡手術において二次ガスを供給するための専用機器、例えば、（ニュージ
ャージー州、プリンストンのブラッコ・ダイアグノスティクス・インコーポレーション（
Bracco Diagnostics, Inc.）から市販されている）ＣＯ２ＥＦＦＩＣＩＥＮＴＴＭ（商標
）内視鏡ガス注入器の出現によって、二次ガスの供給が簡素化されてきている。にもかか
わらず、種々の製造業者によって製造されている内視鏡装置が標準化されていないことに
よって、様々な内視鏡装置に対応させて二次ガスを供給することは、依然として困難であ
る。例えば、ペンタックスは、自社の内視鏡装置専用に設計されたガスアダプタを市販し
ている。しかし、ペンタックスのアダプタは、比較的高価であり、複数の用途に向けて設
計されており、用いるのが困難な場合がある（例えば、ネジカラーを介して取り付ける必
要がある）。この設計は、再利用可能な部品の洗浄に関連するコストおよび患者の安全の
問題を提起している。オリンパスおよびフジノンは、各々、ガス源を取り付けるためのな
んらかの手段を備えるボトルキャップ付き水ボトルをもたらすことによって、自社の内視
鏡装置を用いるときの二次ガスの供給に対処している。ここでも、これらの部品のコスト
は、法外に高く、使用ごとの殺菌が依然として必要である。対照的に、本発明によれば、
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使い易く、医学的に安全であり、かつ経済的な方法によって、二次ガスを付与することが
可能である。
【００３２】
　本発明による最適な二次ガスを用いる能力は、内視鏡装置と「インライン（in-line）
」で用いられるアダプタを提供することによって、達成可能である。前述したように、内
視鏡装置は、典型的には、多数の異なるコード、チューブ、またはラインが取り付けられ
た本体を備えている。これによって、光、流体、および器具を患者の体内に導入すること
ができる。本明細書に用いられる「インライン」という用語は、アダプタが、内視鏡装置
の２つ以上の要素間に配置されることによって内視鏡装置と共に機能するように設計され
ている、ことを意味すると理解されたい。従って、「インライン」は、アダプタが、本体
、コード、チューブ、ライン、コネクタ、などの２つ以上の間に配置されることを意味し
ている。当業者であれば、本発明によるアダプタが（本明細書に記載される機能をもたら
すように配置され得る）内視鏡装置の種々の部分を、容易に思い描くことができるだろう
。特定の実施形態では、本発明によるアダプタは、内視鏡装置の本体と水源に繋がれるコ
ード、チューブ、またはラインとの間にインラインに配置されるように、設計されている
。特に、アダプタは、一端において内視鏡装置の本体に接続され、他端において水ボトル
コネクタに接続されるようになっているとよい。
【００３３】
　一態様では、本発明は、内視鏡装置用のアダプタを提供している。アダプタは、内視鏡
装置の既存の要素とインラインで配置されるように、特に設計されている。このような設
計は、以下に述べる開示から明らかになる。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、アダプタは、一般的に、アダプタ本体を備えている。アダプ
タ本体は、アダプタ全体の大部分を含んでいるとよい。換言すれば、アダプタ本体は、実
質的に単一の一体化された要素であるとよい。勿論、以下に述べるように、さらに他の要
素が含まれていてもよい。しかし、アダプタ本体は、その単一の一体化特性によって、例
えば、アダプタを内視鏡装置の残りの要素に固定するのに必要などのような可動部品も明
らかに含んでいないという特性によって、特徴付けられてもよい。特定の実施形態では、
アダプタ本体は、一緒になって単一の一体構造をなす第１の流体移送要素、第２の流体移
送要素、および注入ポートから形成されるものとして、特徴付けられている。「一体構造
（monolithic）」という用語は、アダプタ本体の全体が、構成部品を切断するような破壊
手段を用いない限り、個々の要素に分離されない途切れのない構成を有する単一構造体で
ある、ことを意味すると理解されたい。
【００３５】
　アダプタ本体は、好ましくは、単一の一体化構造を呈しているが、アダプタのこの構造
は、アダプタの種々の要素または種々の領域の機能および形状に関連して、特徴付けられ
てもよい。例えば、いくつかの実施形態では、アダプタ本体は、第１の流体移送要素およ
び第２の流体移送要素を有するものとして、特徴付けられてもよい。本明細書に用いられ
る「流体」という用語は、流れに関して記述されるどのような材料、例えば、気体または
流体を含むことが意図されている。ここで、気体または液体は、溶液または（気体または
液体の流れを妨げない溶解、懸濁、またはそれ以外の混合状態においていくらかの濃度の
固体材料を含む）気体または液体の他の物理的形態を含んでいる。アダプタは、第１およ
び第２の流体移送要素に関して検討され、かつ図示されることになるが、このような２つ
の要素のみに制限されるものではない。むしろ、アダプタは、３種以上の流体（例えば、
液体および２種以上の気体、気体および２種以上の液体、または２種以上の気体および２
種以上の液体）が共通のキャリアを通して移送される装置と共に用いられるさらに他の流
体移送要素を備えていてもよい。
【００３６】
　アダプタ本体は、単一の構成部品なので、第１および第２の流体移送要素は、互いに取
り付けられているかまたは接続されていると好ましい。しかし、特定の実施形態では、第
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１および第２の流体移送要素は、互いに「非流体接続（non-fluid connection）」されて
いるとよい。「非流体接続」は、個別の流体移送要素の壁は、互いに接続されているかま
たは取り付けられているが、各要素の流体移送手段は、互いに分離して維持されており、
第１の要素を通って移送されるどのような流体も第２の要素を通って移送される流体と混
合されない、ことを意味すると理解されたい。他の実施形態では、必要に応じて、流体移
送要素は、互いに流体接続されていてもよい。
【００３７】
　第１および第２の流体移送要素は、外面および内面を有するものとして、特徴付けられ
ていてもよい。外面は、アダプタ本体の外部構造（例えば、形状および寸法）を含むこと
ができ、以下にさらに詳細に述べるように、外部構造は、他の装置に対するアダプタの相
互接続を容易にするようになっていてもよい。外面および内面は、アダプタの壁（すなわ
ち、一般的には、アダプタ本体の壁、または特定の要素の壁、例えば、流路を形成する壁
、流体移送要素を画定する壁、および注入ポートを形成する壁）に関連して、特徴付けら
れていてもよい。
【００３８】
　第１および第２の流体移送要素のそれぞれの内面は、それぞれの流体移送要素内に延在
して流体をアダプタの一端からアダプタの他端に移動させるのを容易にする流路を含むこ
とができる。好ましくは、第１の流体移送要素内に延在する流路は、第２の流体移送要素
内に延在する流路から分離している。以下にさらに詳細に述べるように、流体移送要素の
内面は、他の装置に対するアダプタの相互接続を容易にする領域を含んでいてもよい。
【００３９】
　また、流体移送要素は、アダプタの端部の形状および寸法に関して、特徴付けられても
よい。例えば、流体移送要素は、各々、フレア端部およびテーパ端部を有していてもよい
。同様に、アダプタは、一般的に、フレア端部およびテーパ端部を有するものとして、特
徴付けられてもよい。図面から分かるように、フレア端部およびテーパ端部は、内視鏡装
置または内視鏡アセンブリのいくつかの部品に対するアダプタの相互接続を容易にするよ
うに、特別に設計されていてもよい。いくつかの実施形態では、フレア端部の内部は、流
体移送要素内に延在する流路の一部と見なされてもよい。他の実施形態では、フレア端部
の内部は、流路から分離していると見なされてもよい。例えば、フレア端部の内部は、他
の装置から延在しているコネクタまたは他の流体移送部品を受け入れるための受入部品と
見なされてもよい。
【００４０】
　流体移送要素に加えて、アダプタ本体は、注入ポートを備えることもできる。注入ポー
トは、流体移送要素の外面から外方に延在して該要素と流体接続している任意の要素とす
ることができる。注入ポートは、実質的に管状要素として、特徴付けられてもよいし、お
よび／またはアダプタ本体、特に、前述した流体移送要素の１つの内部に形成された前述
の流路の１つと交差する流路を形成するものとして、特徴付けられてもよい。注入ポート
は、特に、以下にさらに詳細に述べるように、二次ガスの導入を可能にする要素とするこ
とができる。
【００４１】
　本発明のアダプタの構造および機能について、種々の図面に関連付けて、さらに説明す
る。例えば、図３は、本発明によるアダプタ１０を示している。アダプタ本体１５は、第
１の流体移送要素２０および第２の流体移送要素３０を備えている。「第１（first）」
および「第２（second）」という用語は、分かりやすくするためのものであり、本発明を
制限するものではないことを理解されたい。例えば、図３では、アダプタの左側が、第１
の流体移送要素として記載されている。他の実施形態では、アダプタの右側が、第１の流
体移送要素として記載されてもよい。
【００４２】
　図３において、第１の流体移送要素２０は、第１の中心体２３によって互いに分離され
たフレア端部２１およびテーパ端部２２を備えている。第１の流体移送要素２０は、該要
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素２０内に延在している流路２５も備えている（テーパ端部２２における開口のみが見え
ている）。また、図３において、第２の流体移送要素３０は、第２の中心体３３によって
互いに分離されたフレア端部３１およびテーパ端部３２を備えている。第２の流体移送要
素３０は、該要素３０内に延在している流路３５も備えている（テーパ端部３２における
開口のみが見えている）。
【００４３】
　また、本発明のアダプタ１０の本体１５は、注入ポート４０も備えている。注入ポート
は、特に、ガス注入ポートとすることができる。従って、ガス注入ポート４０が接続され
た流体移送要素は、ガス移送要素と呼ぶことができる。図３に示されているように、第２
の流体移送要素３０は、ガス移送要素３０と呼ばれてもよい。同様に、流路３５は、ガス
流路３５と呼ばれてもよい。従って、この実施形態では、第１の流体移送要素２０は、液
体移送要素２０と呼ばれてもよい。同様に、流路２５は、液体流路と呼ばれてもよい。
【００４４】
　ガス注入ポート４０は、種々の構造を呈していてもよく、かつ二次ガスを装置内に流入
させるためのポートをもたらすように意図された機能を実施するのに適するどのような機
構を有していてもよいし、またはどのような形態を呈していてもよい。実際には、多くの
場合、二次ガスは、ある種の配管を介して、供給されるようになっている。この配管は、
専用の接続ユニット（例えば、ネジ式（screw-on）接続具または差込み式（plug-in）接
続具）を備えていることもあるし、または備えていないこともある。例えば、ガス注入ポ
ート４０は、バーブ（barb）嵌合接続具、ネジ嵌合接続具、またはスナップ嵌合接続具を
備えていることがある。従って、ガス注入ポート４０は、このような専用接続具に適合す
るように設計されているとよい。一実施形態では、配管は、ガス注入ポート４０と二次ガ
スを流入させる注入器ユニットとの間に連結されるようになっている。ガス注入ポート４
０に適合されることになる接続具の種類に関わらず、ガス注入ポート４０は、ガス移送要
素３０の壁内に延在してガス移送要素３０の内面に開口する中心通路４２を備えることが
できる。このような中心通路４２は、二次ガスの通過のみを目的としてもよいし、または
ガス接続具の挿入用の注入ポートをなすものであってもよい。例えば、もしガスが専用の
差込み式コネクタを有する装置を介して供給されるようになっているなら、通路４２は、
プラグに適合するように形成されていてもよい。従って、通路４２は、プラグを受け入れ
るための専用の要素（例えば、溝またはネジ）が形成された壁を有する環状通路として、
特徴付けられてもよい。これらの要素は、特に、ガスを送達するためのプラグの離脱可能
な取付けを可能にするようになっているとよい。
【００４５】
　特定の実施形態では、ガス注入ポート４０は、ガス移送要素３０の外面から実質的に外
方に延在しているとよい。このような構造は、ネジ式接続具を有するガスラインの取付け
に適合し、またはポート４０の延長部の周りに単に押し込まれることによって取り付けら
れるガスライン（例えば、標準的な柔軟ホースまたは柔軟チューブ）の取付けに適合する
ので、特に有用である。
【００４６】
　一実施形態では、ガス注入ポート４０は、ルアーコネクタまたは同様の任意の構造を備
えていてもよい。ルア接続システムは、通常、注射器、カテーテル、ハブ付き注射針、Ｉ
Ｖチューブなどの相互接続に関連付けて用いられるものである。ルア接続システムは、円
断面の雄型連結管および円断面の雌型連結管によって構成されている。これらの管には、
ごく簡単な圧入／ネジ嵌合によって良好に互いに保持されるように、いくらかのテーパが
付されているとよい。図３に示されているように、このルアーコネクタは、雌型の要素で
ある。使用時に、雄側ルアーコネクタが、図示されている雌型の要素の内側に簡単に滑入
し、確実な接続をもたらすことができる。図示されている実施形態では、（一条ネジ部と
して機能する）付加的な外側リム４４を設けることによって、さらに一層確実な嵌合が得
られるようになっている。図示されているように、リム４４は、２つの個別の「翼（wing
s）」から形成されている。使用に際して、ネジ部を有する外側リムを備える雄型ルアー
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コネクタによって、「係止（lock）」接続をもたらすことができる。
【００４７】
　本発明のいくつかの実施形態によるアダプタは、図４にも示されている。図４は、正面
図（すなわち、ガス注入ポート４０を真っ直ぐに見ている図）である。この実施形態から
分かるように、ガス注入ポート４０は、流体移送要素２０，３０の外面と実質的に直交す
るように形成されている。また、この実施形態から分かるように、第１の流体移送要素２
０および第２の流体移送要素３０は、実質的に互いに平行に配列され、側部同士が接続さ
れている。このような配列は、内視鏡装置の要素へのアダプタ１０の取付けを容易にする
ので、有益である。ガス注入ポート４０とガス移送要素３０との間の流体接続も、図４に
示されている。具体的には、この図は、ガス注入ポート４０の中心通路４２が、ガス移送
要素３０内のガス流路３５内に開口している状態を示している。従って、中心通路４２は
、ガス流路３５から分かれているように、すなわち、ガス流路３５の分岐路をなすものと
して示されている。
【００４８】
　図４の実施形態から分かるように、アダプタ１０の流体移送要素の外面は、種々の相対
的な寸法を有していてもよい。例えば、第１の流体移送要素２０のフレア部２１は、第２
の流体移送要素３０のフレア部３１の外径よりも大きい外径を有していてもよい。他の実
施形態では、第１の流体移送要素２０のフレア部２１は、第２の流体移送要素３０のフレ
ア部３１の外径よりも小さい外径を有していてもよいし、またはこれらの寸法は、実質的
に等しくてもよい。同様に、第１の流体移送要素２０の全長は、第２の流体移送要素３０
の全長よりも大きくてもよい。他の実施形態では、第１の流体移送要素２０の全長は、第
２の流体移送要素３０の全長よりも小さくてもよいし、またはこれらの全長は、実質的に
等しくてもよい。同様に、第１の流体移送要素２０のフレア部２１の全長は、第２の流体
移送要素３０のフレア部３１の全長よりも大きくてもよい。他の実施形態では、第１の流
体移送要素２０のフレア部２１の全長は、第２の流体移送要素３０のフレア部３１の全長
よりも小さくてもよいし、またはこれらの全長は、実質的に等しくてもよい。さらに、第
１の流体移送要素２０の中心体２３の長さは、第２の流体移送要素３０の中心体３３の長
さより大きくてもよいし、小さくてもよいし、または実質的に等しくてもよい。さらに、
第１の流体移送要素２０のテーパ端部２２の長さは、第２の流体移送要素３０のテーパ端
部３２の長さよりも大きくてもよい。他の実施形態では、第１の流体移送要素２０のテー
パ端部２２の長さは、第２の流体移送要素３０のテーパ端部３２の長さより小さくてもよ
いし、またはこれらの長さは、実質的に等しくてもよい。
【００４９】
　本発明によるアダプタ１０の上面図および底面図が、それぞれ、図５，６に示されてい
る。図５から特に分かるように、テーパ端部３２におけるガス流路３５の内径は、テーパ
端部２２における液体流路２５の内径よりも大きくすることができる。
【００５０】
　本発明のアダプタは、前述した要素に加えて、さらに他の要素を備えていてもよい。こ
のようなさらに他の要素は、アダプタ本体の一体構造とは別になっているとよい。このよ
うなさらに他の要素は、アダプタ本体の一体構造とは別に形成されているとよいが、効果
的に全体構造の一体部分になるように、アダプタ本体と組み合わされているとよい。
【００５１】
　図７に示されるようないくつかの実施形態では、アダプタ１０は、１つまたは複数のシ
ール部材をさらに備えているとよい。図示されているように、Ｏリング２６が第１の流体
移送要素２０のフレア端部２１に備えられており、第２のＯリング３６が第２の流体移送
要素３０のフレア端部３１内に備えられている。勿論、他の種類のシール部材、例えば、
ガスケットなども、本発明に含まれるものとする。以下にさらに述べるように、シール部
材は、アダプタと該アダプタが取り付けられる装置との間の液密接続をもたらすのに有用
である。
【００５２】
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　アダプタ１０は、シール部材を流体移送要素のフレア端部内に保持するための保持部材
を備えることもできる。図７に示されているように、アダプタ１０は、第１の流体移送要
素２０のフレア端部２１内においてＯリング２６の外側に設けられる第１のワッシャー２
７、および第２の流体移送要素３０のフレア端部３１内において第２のＯリング３６の外
側に設けられる第２のワッシャー３７を備えている。ワッシャーが図示されているが、本
発明は、そのように制限されるべきではない。むしろ、シール部材を適所に保持するのに
有用などのような手段が用いられてもよい。例えば、フレア端部は、シール部材が達し得
るフレア端部の内面に形成されたリップまたは同様の他の部材を備えていてもよい。同様
に、シール部材は、アダプタ本体の壁に形成された溝内に配置されるようになっていても
よい。この場合、前記溝は、シール部材を適所に保持するように機能することになる。
【００５３】
　ワッシャーまたは同様の要素が用いられるとき、ワッシャーを流体移送要素のフレア端
部内に位置決めするための手段は、種々異なっていてもよい。例えば、ワッシャーは、適
所に接着されてもよいし、または溶着されてもよい。保持部材の形成は、アダプタ本体の
形成中に該部材を形成する能力だけに制限されることになる。
【００５４】
　本発明の一実施形態によるアダプタ１０の全体構造が、特に、図８の断面に示されてい
る。この図に示されているように、アダプタ本体は、多数の流路が内部に形成された単一
の一体構造として、特徴付けられている。第１の流体移送要素２０が第２の流体移送要素
３０と一体に形成されていることが分かるだろう。従って、これらの２つの要素は、互い
に接続されているが、この接続は、１つの要素からの流体が他の要素からの流体と混合す
るどのような経路または通路も存在しない非流体的な接続である。
【００５５】
　図８から特に明らかなように、アダプタ本体の内部は、前述したように、さらに他の要
素を受け入れるように、特に設計されていてもよい。例えば、２つの要素２０，３０のフ
レア端部２１，３１の領域において、アダプタ本体の内部は、段差構造を有していてもよ
い。この実施形態では、開領域２９が、第１の流体移送要素２０のフレア端部２１内に設
けられている。この領域は、特に、以下にさらに述べるように、内視鏡装置の一部から延
在している流体移送部品への取付けを容易にするために、設けられているとよい。図示さ
れている実施形態では、このような開領域は、第２の流体移送要素３０のフレア端部３１
内には設けられていない。何故なら、第２の流体移送要素が取り付けられることになる内
視鏡装置の流体移送部品は、このような開口を必要とする広い領域を備えていないからで
ある。勿論、他の実施形態では、同様の開領域が、第２の流体移送要素に設けられていて
もよい。同様に、開領域は、第１の流体移送要素に設けられていなくてもよいし、または
両方の要素に設けられていなくてもよい。
【００５６】
　図８の断面は、一連の流路を形成するように相互接続された壁の存在をさらに示してい
る。具体的には、アダプタ本体の壁は、液体流路２５、ガス流路３５、および二次ガス注
入流路４２を形成している。他の実施形態では、二次ガス注入流路は、単純にガス流路３
５の分岐とすることができ、アダプタの壁は、２つの流路、すなわち、１つの線状流路お
よび１つの分岐流路を形成するものと見なされてもよい。
【００５７】
　本発明のアダプタは、種々の異なる材料から作製されてもよいが、これらの材料は、ア
ダプタを形成する方法に影響を与えることになる。いくつかの実施形態では、アダプタは
、機械加工された部品であってもよい。従って、アダプタは、特に、個別に機械加工され
て最終的なアダプタアセンブリを形成するように組み合わされた複数の部品から構成され
ていてもよい。このような組合せは、当技術分野において有用と認められているどのよう
な手段、例えば、接着、溶着などによって、またはリベットのようなさらに他の取付要素
を用いることによって行うことができる。
【００５８】
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　好ましい実施形態では、本発明のアダプタは、成形部品であってもよい。これは、単一
の一体構造としてアダプタ本体をもたらすので、特に有利である。例えば、アダプタ本体
は、流体移送要素および注入ポートからなる単一の一体構造として形成されていてもよい
。これによって、途切れのない構造が得られる。アダプタが再利用可能である実施形態で
は、これによって、洗浄が簡素化され、アダプタを形成するように組合せされた多数の部
分間に存在する継目内に汚染物が存在しないことが確実になる。このような構造が成形方
法によって得られるとき、保持部材または同様の要素（例えば、保持リップまたは保持棚
）をアダプタのフレア端部の内面内に成形することができる。他の実施形態では、アダプ
タ本体は、単一の一体構造として形成されてもよく、ワッシャーは、別に設けられてもよ
い。最終的なアダプタは、シール部材を挿入し、保持部材を挿入し、保持部材をフレア端
部に取り付けることによって、得られる。このようにして、最終的なアダプタは、可動部
品を有しないように、形成されることになる。
【００５９】
　また、本発明のアダプタは、使い捨て式アダプタとして設けられてもよいし、または再
利用可能アダプタとして設けられてもよいという点において、有益である。いくつかの実
施形態では、本発明のアダプタは、エンドユーザが、一回使用後にアダプタを廃棄するか
またはアダプタを殺菌して再利用するかの選択枝を有するという点において、使い捨て式
であると共に、再利用可能式でもある。これは、具体的には、アダプタを種々の方法を用
いて種々の材料から形成する能力によって、達成可能である。従って、アダプタは、殺菌
の必要性を回避するために使い捨て式としてのみ作製することができるので、十分に経済
的なものとすることができる。同時に、アダプタは、多数回の殺菌手順に耐えるのに十分
頑丈なものとすることができる。
【００６０】
　アダプタ本体および保持部材は、種々の異なる材料から形成されてもよい。いくつかの
実施形態では、アダプタは、金属材料から構成されている、好ましくは、金属は、非腐食
性である（例えば、ステンレス鋼またはアルミニウム）。他の実施形態では、アダプタは
、ポリマー材料から構成されている。ポリマー材料は、好ましくは、耐薬品性、耐熱性、
または耐薬品性および耐熱性である。医学等級プラスチック材料の使用が特に望ましい。
特定の一実施形態では、ポリマー材料は、ポリスルフォン（例えば、ポリフェニルスルフ
ォン）または同様の材料である。本発明のアダプタの１つまたは複数の要素を形成するの
に用いられるさらに他のポリマー材料の非制限的な例として、ポリエチレン（例えば、Ｕ
ＨＭＥ－ＰＥ）、ポリプロピレン、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、アセタール
コポリマー、ポリサーミド、ポリカーボネート、およびポリエーテルエーテルケトン（Ｐ
ＥＥＫ）が挙げられる。シール部材は、このような要素の形成に有用と認められているど
のような材料、例えば、天然ゴムまたは合成ゴムから形成することができる。
【００６１】
　一実施形態では、本発明のアダプタは、３つのプラスチック要素および２つのＯリング
を備えることができる。これらのプラスチック要素は、液体流路およびガス流路であって
、各流路がアダプタ本体内に延在し、アダプタ本体の両端で外部に開口する、液体流路お
よびガス流路を備えるアダプタ本体をなすことができる。アダプタ本体は、ガス流路と交
差して、好ましくは、液体流路およびガス流路と実質的に直交するガス注入口を備えるこ
とができる。従って、ガス流路は、３箇所において外部に開口することになる。残りのプ
ラスチック要素として、２つのワッシャーが挙げられる。Ｏリングおよびワッシャーは、
アダプタ本体の一端に配置されるものである。好ましくは、アダプタ本体は、アダプタ本
体の一端に２つのフレア部を備えており、Ｏリングおよびワッシャーは、これらのフレア
部に配置されている。フレア部は、アダプタ本体の２つの個別の流路に対応している。ワ
ッシャーは、アダプタを破壊しない限りＯリングの除去を永久的に阻止するように、適所
に溶着されているとよい。
【００６２】
　本発明のアダプタは、該アダプタを周知の内視鏡装置とインラインで挿入することがで



(16) JP 5368639 B2 2013.12.18

10

20

30

40

50

きるように特別に設計されているという点において、特に有用である。これは、図９，１
０，１１に特に示されている。
【００６３】
　さらに詳細には、本発明のアダプタは、特定の製造業者による内視鏡装置に対して専用
に用いられるように、形成することができる。前述したように、典型的な内視鏡装置は、
種々の要素に接続される操作本体を備えているが、接続手段は、製造業者によって異なっ
ている。
【００６４】
　従って、一実施形態では、本発明によるアダプタは、オリンパス製内視鏡装置に取付け
るように、特に設計され、かつ形作られている。さらに詳細には、アダプタは、オリンパ
スＯＥＭ内視鏡（すなわち、オリンパス光学工業（株）によって製造された相手先ブラン
ド製造による内視鏡）の水源コネクタと操作本体との間にインライン挿入されるように、
設計され、かつ形作られている。
【００６５】
　既存の内視鏡装置とインラインで用いられるアダプタの能力が、図９に示されている。
この図では、本発明のアダプタ１０は、一端が内視鏡操作本体１００に取り付けられ、他
端が水源コネクタ２００に取り付けられるように、配置されている。操作本体１００は、
その一部から延在している２つの流体移送部品またはピン１１０，１２０を備えている。
通常の使用では、流体移送ピン１１０，１２０は、水源コネクタ２００内のレセプタクル
２１０，２２０に係合するようになっている。アダプタ１０のフレア端部２１，２２は、
流体移送ピン１１０，１２０に係合するように、設計され、かつ形作られているとよい。
具体的には、流体移送ピン１１０，１２０の少なくとも一部が、フレア端部の一方または
両方の開領域に係合するようになっていてもよいし、流体移送要素２０，３０内に形成さ
れた流路２５，３５の一方または両方に係合するようになっていてもよいし、またはフレ
ア端部の一方または両方の開領域および流路２５，３５の一方または両方のいずれにも係
合するようになっていてもよい。内視鏡の操作本体１００の流体移送ピン１１０，１２０
は、水源コネクタ２００内のレセプタクルに係合するように形作られているので、本発明
のアダプタ１０は、水源コネクタ内に形成されたレセプタクルと実質的に同じ形状および
寸法を有するレセプタクルを備えるものとして、特徴付けられてもよい。特に、アダプタ
のフレア端部内に形成された任意の開領域および／またはアダプタ内に形成された流路は
、水源コネクタ内に形成されたレセプタクルと実質的に同じ形状および寸法となるように
、設計され、かつ形作られているとよい。
【００６６】
　同様に、アダプタ１０のテーパ端部２２，３２は、水源コネクタ２００内のレセプタク
ルに係合するように、設計され、かつ形作られているとよい。水源コネクタ２００内のレ
セプタクルの形状に依存して、アダプタ１０は、第１および第２の中心体２３，３３の一
方または両方の少なくとも一部が水源コネクタ２００内のレセプタクルに係合するように
、形成されているとよい。水源コネクタ２００のレセプタクルは、内視鏡操作本体１００
の流体移送ピン１１０，１２０を受け入れるように形作られているので、本発明のアダプ
タ１０は、水源コネクタへの取付けのために、内視鏡操作本体に形成されたピンと実質的
に同じ形状および寸法を有するピンを備えるものとして、特徴付けられてもよい。具体的
には、アダプタのテーパ端部および／またはアダプタの中心体は、内視鏡操作本体に形成
されたピンと実質的に同じ形状および寸法を有するように、設計され、かつ形作られてい
るとよい。
【００６７】
　本発明のアダプタは、圧入装置として単純に用いられるという点において、特に有利で
ある。具体的には、アダプタは、前述したように、圧入によって残りの要素に係合するこ
とができるものとして設計されている。例えば、アダプタのフレア端部は、内視鏡装置の
流体移送ピンに対する圧入による密封係合を容易にするように、形作られているとよい。
好ましくは、この係合は、どのような二次係合手段を用いることなく、（例えば、ネジカ
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ラーなどが明らかに存在することなく）、達成されるようになっている。同様に、アダプ
タのテーパ端部は、どのような二次係合手段も必要とすることなく、水源コネクタのレセ
プタクルに対する圧入による密封係合を容易にするように、形作られているとよい。
【００６８】
　内視鏡操作本体１００および水源コネクタ２００に完全に係合している本発明のアダプ
タ１０が、図１０に示されている。図１０に示されているように、アダプタ１０のフレア
端部は、内視鏡操作本体１００の流体移送ピンに係合しており、アダプタ１０のテーパ端
部は、水源コネクタ２００内のレセプタクルに係合している。さらに、アダプタ１０のガ
ス注入口４０は、この係合によって、二次ガス源、例えば、ＣＯ２ＥＦＦＩＣＩＥＮＴ内
視鏡ガス吸入器への取付けに備えて配置されている。内視鏡操作本体および水源コネクタ
に対する本発明のアダプタの係合は、図１１の断面においてさらに一層明らかにされてい
る。
【００６９】
　図１２－２０は、本発明の他の実施形態によるアダプタ３００を示している。アダプタ
３００は、いくつかの改良を除けば、前述したアダプタ１０の実施形態と同様である。以
下にさらに詳細に述べるように、アダプタ３００の改良は、付加的な剛性をもたらし、水
源コネクタ２００とのさらに確実な圧入を容易にするものである。具体的には、アダプタ
３００は、第１の中心体２３およびテーパ端部３２の周りから半径方向外方に延在するシ
ュラウド３１０を備えている。従って、中心体２３およびテーパ端部３２は、シュラウド
３１０の壁３１４によって画定された開口３１２内に少なくとも部分的に配置され、閉端
３１６から開口３１２を通って軸方向に延在している。図１２，１７に示されているよう
に、シュラウド３１０の壁３１４は、第１および第２の流体要素２０，３０の周囲に延在
するように、軸方向かつ第１および第２の流体移送要素２０，３０の中心軸と実質的に平
行に延在しているとよい。壁３１４は、閉端３１６から軸方向に延在し、中心体２３およ
びテーパ端部３２がシュラウド３００によって全体的に包囲されて開口３１２内に配置さ
れるような高さを有しているとよく、その一方、テーパ端部２２は、壁の高さを超えて軸
方向に延在しているとよい。しかし、壁３１４は、流体移送要素２０，３０を少なくとも
部分的に包囲し、水源コネクタ２００との係合を容易にするために、流体移送要素２０，
３０に対してどのような所望の高さに延在していてもよいことを理解されたい。加えて、
シュラウド３００は、略楕円形状の断面を有しているとよいが、水源コネクタ２００との
係合を容易にするために、種々の形状を有していてもよい。図１４，１５は、シュラウド
３００がテーパ端部２２，２３およびフレア端部２１，３１よりも大きい断面積を有して
いるとよいことを示している。さらに、シュラウド３００は、水源コネクタ２００との液
密接続を容易にするために種々の許容差を有するように、寸法決めされていてもよい。シ
ュラウド３００は、種々の材料、例えば、剛性を高める堅い材料または液密シールを容易
にする軟質／柔軟材料から形成されていてもよい。
【００７０】
　図１２は、構造安定性および水源コネクタ２００との係合を高めるために、中心体２３
が代替的な形状および構成を有していてもよいことも示している。例えば、中心体２３は
、シュラウド３００の開口３１２内に延在するキー状端を備えていてもよい。このキー状
端は、水源アダプタ内の対応するキー溝に係合するように構成されている。従って、中心
体２３は、水源コネクタ２００との係合を容易にするために、その長さに沿って種々の形
状（例えば、開口３１２内ではキー形状およびフレア端部２１と壁３１６との間では円筒
形状）を有していてもよい。
【００７１】
　前述したように、アダプタは、種々の材料から形成されていてもよい。一実施形態では
、アダプタ３００は、種々の材料から形成された要素を備えている。例えば、テーパ端部
２２は、金属材料から形成されていてもよく、アダプタ３００の残りの部分は、ポリマー
材料から一体的に形成されていてもよい。すなわち、テーパ端部２２は、水源コネクタ２
００にさらに確実に係合するために、アダプタ３００の残り部分よりも耐久性がありかつ
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料であるとよく、第１の中心体２３は、適切な成形または他の技術によって要素に確実に
取り付けられるために、テーパ端部の周囲に成形されるプラスチック材料であるとよい。
他の要素が金属材料および／またはポリマー材料から形成されていてもよいことを理解さ
れたい。例えば、テーパ端部３２は、代替的に金属材料から形成されていてもよい。
【００７２】
　他の態様では、本発明は、本発明のアダプタを使用する種々の方法も提供している。例
えば、本発明は、内視鏡手術を行う方法に向けられている。一実施形態では、この方法は
、内視鏡装置と、水源と、ガス源と、本明細書に記載されている実施形態のいずれかに記
載されているアダプタとを備えるアセンブリを用いることを含んでいる。換言すれば、本
発明のアダプタは、使用時に、ＯＥＭ内視鏡、特に、水源コネクタ内のレセプタクルに係
合する流体移送ピンを有する内視鏡、例えば、オリンパス製内視鏡と組み合わされるよう
になっているとよい。
【００７３】
　前述したように、本発明は、内視鏡への二次ガスの容易かつ効率的な送達を可能にする
点において、特に有益である。従って、他の態様では、本発明は、二次ガスを内視鏡手術
に供給するための方法にも向けられている。いくつかの実施形態では、この方法は、コネ
クタの付いた水源が取り付けられている内視鏡装置を用いることを含んでいる。特に、内
視鏡装置は、水源コネクタ内のレセプタクルに係合する流体移送ピンを有するものである
とよい。この方法は、本発明のいずれかの実施形態によるアダプタを用いることをさらに
含んでいる。特に、本方法は、水源コネクタと内視鏡装置との間に本発明によるアダプタ
を固定し、二次ガスをアダプタのガス注入ポートを介して内視鏡装置に供給することを含
んでいる。医学手術または獣医手術に用いられるのに適するどのようなガスが供給されて
もよいが、特定の実施形態では、二次ガスは、二酸化炭素とすることができる。
【００７４】
　前述の説明に提示された示唆の利得を受けるこれらの発明が属する技術分野における当
業者であれば、ここに述べた本発明の多くの修正形態および他の実施形態を思いつくこと
ができるだろう。従って、本発明は、開示されている特定の実施形態に制限されるもので
はなく、修正形態および他の実施形態は、添付の請求項の範囲内に含まれることが意図さ
れていることを理解されたい。本明細書において、特定の用語は、包括的かつ記述的な意
味でのみ用いられており、限定する目的で用いられるものではない。
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